
業務継続計画（BCP)の策定について (令和６年４月から義務化）

感染症や非常災害の発生時においても、

〇利用者にサービスを継続的に提供するため

〇非常時の体制での早期の業務再開を図るため

業務継続計画を策定し、その計画に従って必要な措置を講じる必要が

あります。

Q１：どのような内容を記載すればよいですか？
A１：平常時の備え（人的体制の構築・備蓄品の確保など）、初動体制、緊急時の対応、

地域や関係機関との連携 などについて記載してください。

Q２：計画を策定したら、どう活用すればよいですか？
A２：職員に周知するとともに、有事に備えて定期的に研修と訓練を行ってください。

Q３：感染症と非常災害の業務継続計画を一体的に策定してもよいですか？
A３：差し支えありません。

Q４ : 計画の策定に当たって参考となるものはありますか？
A４： 厚生労働省のホームページに動画や作成例が掲載されています。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 >

障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等
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